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   第１章 政務活動費の概要                       

 

１ 制度の目的 

  平成12年４月の地方分権一括法等の施行により、地方公共団体の自己決定権、自己責

任が拡大するなか、地方議会が担う役割がますます重要となった。地方議会の活性化と

審議能力を高めるためには、議員の調査活動基盤の充実と強化が求められるという観点

から、平成12年５月の地方自治法（以下「法」という。）改正により、政務調査費交付

制度が創設された。 

  さらに、平成24年９月の法改正により、政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付

目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てること

ができる経費の範囲を条例で定めることとされ、あわせて議長は、「政務活動費の使途

の透明性の確保に努めること」が法に規定された。 

その趣旨は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請・陳情、各種会

議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、その他、市

民福祉の増進を図るために必要な活動を推進するためである。なお、政務活動費は税金

で賄われることから、透明性を確保するとともに市民に対する説明責任が求められる。 

   

２ 政務活動費とは 

  政務活動費は、法第100条第14項から第16項までの規定により制定された千歳市議会

政務活動費の交付に関する条例（以下「条例」という。）及び千歳市議会政務活動費の

交付に関する条例施行規則（以下「施行規則」という。）に基づき、千歳市議会議員の

調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、市議会における会派又は会派に属さ

ない議員に対して交付するものである。 

  なお、政務活動費の法的性格は、法第232条の２の規定に基づく「補助金」であるこ

とから、交付目的に沿った経費の支出が求められるほか、不用額が生じた場合は返還し

なければならない。 

 

３ 政務活動費による活動の性格 

  政務活動費による調査研究その他の活動は、会派又は議員の自主的な活動であり、本

会議や委員会への出席など正規の議会活動の範囲に含まれず「公務」と解することはで

きないため、公務災害の対象にはならない。 

 

４ 政務活動費の根拠法令、関連条例等 

  ＜法律＞ 地方自治法（第100条第14項から第16項まで） 

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究そ

の他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員

に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費

の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費

の範囲は、条例で定めなければならない。  

15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、

当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。  
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16 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるも

のとする。 

 

  ＜条例＞ 千歳市議会政務活動費の交付に関する条例 

  ＜規則＞ 千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

  ＜運用基準＞ 政務活動費の運用基準（本書） 

 

５ 政務活動費の交付に関する条例及び規則の概要 

⑴  交付対象（条例第２条） 

 会派（所属議員が１人の場合を含む。） 

⑵  交付額（条例第３条） 

   年額20万円（議員１人あたり）（年度の途中において新たな会派が結成された場合

の交付額は、条例第３条第２項に規定する額。） 

⑶  交付方法（条例第３条） 

   一の年度につき、年１回交付（４月末日までに交付） 

 （但し、議員改選期に該当する年度は、７月末日までに交付。） 

 ⑷ 交付申請等（条例第３条及び規則第２条） 

   会派代表者は、政務活動費交付申請書（第１号様式）を議長を経由して市長に提出

するものとする。市長は、交付すべき政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定

通知書（第４号様式）により会派代表者に通知する。 

⑸ 交付請求（規則第４条） 

 会派代表者は、政務活動費交付請求書（第６号様式）を市長に提出する。 

⑹ 政務活動費を充てることができる経費の範囲（条例第５条） 

  会派は、条例別表に定める「政務活動費を充てることができる経費の範囲」に従っ

て政務活動費を使用し、千歳市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要

な経費以外のものに充ててはならない。 

⑺ 経理責任者（条例第６条） 

  会派には、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

⑻ 経理の方法（規則第５条） 

  支出の決定は、会派代表者が行う。経費の支払に当たっては、領収書を徴するとと

もに、その内容を会計帳簿等に記載する。 

⑼ 収支報告書（条例第７条） 

  会派の経理責任者は、法第100条第15項の収支報告書を作成し、領収書その他証拠

書類を添付して、政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の４月30日まで

に、会派の代表者を通じて議長に提出しなければならない。政務活動費の交付を受け

た会派が解散した場合には、会派の経理責任者であった者は解散した日から30日以内

に当該会派の代表者であった者を通じて収支報告書（第７号様式）を提出しなければ

ならない。 

⑽ 政務活動費の残余の返還（条例第９条） 

  政務活動費に残余がある場合には、返還しなければならない。 

⑾ 議長の調査、透明性の確保（条例第８条） 

    議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、収支報告書が提出されたときは必
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要な調査を行うとともに、使途の透明性の確保に努める。 

⑿ 書類の保存、公開（条例第10条及び規則第８条） 

 政務活動費に係る収支報告書及び領収書等は、提出期限日から起算して５年間保存

しなければならないものとする。なお、収支報告書の概要は議会報で公表し、領収書

（写）を含む収支報告書の内容は、市議会ホームページ上で公表するものとする。 
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  第２章 政務活動費に関する基本的な考え方          

 

１ 政務活動費の執行に係る基本原則 

  政務活動費の執行に当たっては、会派代表者や経理責任者が中心となり、会派の責任

において、次の事項について留意し、適正に執行するものとする。 

 ⑴ 政務活動の目的が本市の市政と関連性があること。 

 ⑵ 政務活動の必要性があり、適正な手続きがなされていること。 

 ⑶ 政務活動に要した金額や内容等が、市民が理解できる妥当性があること。 

 ⑷ 政務活動費の支出について、説明責任を果たすための書類等を整備すること。 

 ⑸ 会派においては、政務活動費の執行に関し意思統一を行うこと。 

 

２ 実費弁償の原則 

政務活動は、会派又は議員の自発的な意思に基づいて行われるものであり、社会通念

上妥当な範囲のものであることを前提として、政務活動に要した経費の実費に充当する

ことを原則とする。 

 

３ 政務活動費の充当可能経費 

項目 内容 

調査研究費 
市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託

に関する経費 

研修費 研修会の開催及び参加に要する経費 

広報費 
会派が行う活動及び市政について市民に報告するために

要する経費 

広聴費 
市政及び会派の活動に対する要望並びに意見の聴取、市

民相談等の活動に要する経費 

要請・陳情活動費 要請及び陳情活動を行うために必要な経費 

会議費 各種会議、意見交換会等への議員の参加に要する経費 

資料作成費 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 

資料購入費 
調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要す

る経費 

介助費 
政務活動費の執行にあたり、障がいにより介助が必要と

認められる議員の介助者に要する経費 
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４ 政務活動費の充当が不適切な経費 

 ⑴ 交際に関する経費 

  ・香典、祝金、寸志等の冠婚葬祭や祝賀会等の出席に要する経費 

  ・病院見舞い、餞別、慶弔電報、中元、歳暮、年賀状の購入・印刷、土産、名刺これ

らに類する儀礼に要する経費 

 

 ⑵ 政党活動に関する経費 

  ・政党党費、党大会への出席及び党大会賛助金等に関する経費 

  ・政党の広報紙、パンフレット、ビラ、宣伝等の印刷発送等に関する経費 

  ・議員が所属する政党広報紙等の購読に関する経費 

  ・政党組織事務所の設置及び管理に関する経費 

 

 ⑶ 選挙活動に関する経費 

  ・選挙運動及び選挙活動に関する経費 

  ・各種選挙時における支援活動及び選挙関係資料の作成に関する経費 

 

 ⑷ 後援会活動に関する経費 

  ・後援会活動に関する経費 

  ・後援会事務所の設置及び管理に関する経費 

 

 ⑸ 飲食に要する経費 

  ・飲食を主目的とする会議や懇親会等への出席に関する経費 

 

 ⑹ 私的活動に関する経費 

  ・議員が私的な立場で参加している会議や会合等に関する経費 

  ・個人的な資質向上を目的とした講習・講座等に関する経費 

  ・宗教的な活動に関する経費 

  ・政務活動に直接必要としない備品等の購入や借上等に関する経費 

 

 ⑺ その他の経費 

  ・政務活動と政務活動以外の活動（私的使用を含む）が明確に分けられないものに関

する経費 

  ・各種団体への寄付、協賛金、賛助金等に関する経費 

  ・ＩＣカード、プリペイドカード、商品券など金券の購入に関する経費 

  ・レクリエーション等に関する経費 

  ・公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費 

  ・社会通念上、妥当な範囲を超える経費 

  ・その他、政務活動の目的に合致しない経費  
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＜参考＞ 政務活動費の対象経費（イメージ図） 

 

 

     

・政党活動 ・選挙活動 ・後援会活動  

・私人としての活動 等 

 

 

 

 

    

・議会活動に係る調査 ・議会活動に係る資料の作成 

   ・議員、会派による広報活動 ・会派による会議 

・補助金の要請活動 等 

 

 

 

     

・本会議出席 

・委員会出席（委員会視察調査） 等 

  

市議会議員の調査研究その他の活動 

公  務 

政
務
活
動
費 
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   第３章 政務活動費の会計処理        

 

政務活動費の支出に関する留意事項 

⑴ 会派は、政務活動費を管理するため、会派等名義の預貯金通帳を備え、経理の透明

性の確保を図る観点から、当該預貯金口座に政務活動費以外の経費の収支は行わない

こと。なお、政務活動費の預入に伴い生じた預貯金利子は、収入に計上する。（所属

議員が１名で会派の名称のない場合にあっても、口座名義に「無所属 千歳市議会議

員 ○○ ○○」の名称を入れるなど私的用途と区別すること。） 

⑵ 政務活動費を支出したときは必ず領収書を徴することとし、領収書には、支払内容

が明確となるよう品目名、数量、期間、会議名等の必要事項が具体的に記載されてい

ることとし、領収書の宛名は、「会派名」及び「千歳市議会議員○○○○」が記載さ

れていることを基本とする。（領収書の記載金額は、収支報告書の支出金額と必ず合

致するものとする。 

   ※領収書と同様に必要事項が記載されていれば、購入先が発行したレシートを領収

書とみなすことができる。（領収書宛名は必ず記載されていることを確認するこ

と。） 

   ※複数品目の一括購入などで領収書にすべての品目名が記載されていない場合 

は、納品書などの明細書を添付する。 

   ※会派で使用する物品等の購入や、複数の議員が使用した物品等の領収書を、会派

名または個人名で受け取ったときは、これに関係する会派議員に按分することが

できる。この場合、収支報告書に按分表を添付する。 

   ※近距離の交通費でプリペイドカードを使用した場合、使用者氏名等を確認できる

書類の添付により領収書に変えることができる。但し、経済的な付加価値や特典

等が個人に転化するプリペイドカードを使用したときは充当できない。    

 ⑶ 政務活動費の支出に伴い、経済的な付加価値や特典等として個人に転化されるポイ

ントカードの使用やマイレージ加算等は行わないものとする。 

⑷ 政務活動費は、海外での視察研修や海外で行われる研修会の参加には充当できない

ものとする。 

 ⑸ 視察研修等に要する交通費等及び宿泊費は、目的地が市内である場合には充当でき

ないものとする。 

 ⑹ 交通費等の算出上の起点（出発地）及び終点（到着地）は、旅行する議員本人の自

宅とする。 

   ⑺ 政務活動費で備品の購入は認められないものとする。（備品とは、取得又は購入時

の価格が１万円（税込）以上でかつ比較的長期間（耐用年数が概ね３年以上）にわた

る使用が可能なものをいう。） 

   ⑻ 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の適正な執行を行うと

ともに、政務活動費の支出について会計帳簿等の書類を整理し、当該書類を条例に規

定する収支報告書の提出期限日から起算して５年間保管するものとする。 

     なお、会派が解散した場合も、同様とする。 

   ⑼ 政務活動費の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。政務活動費

の会計年度の取扱いは、事実発生日によるものとし、会計年度内に当該年度内に発生



8 
 

したすべての支払処理を完了するものとする。
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   第４章 政務活動費の項目別充当指針         

 

調査研究費 

内 容 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経

費 

主な経費 １ 交通費等、宿泊費 

２ 施設見学料（入館料） 

３ 印刷製本費（資料印刷費） 

４ 調査委託費  など 

 

＜留意事項＞ 

 

１ 交通費等、宿泊費 

⑴ 政務活動費による活動はあくまで会派又は議員の自主的な活動であり、公務である

職員の出張とは性格が異なるが、「公費」であることから、交通費等及び宿泊費の支

出にあたっては、千歳市職員等の旅費に関する条例を準用する。ただし、同条例に規

定する日当相当額は、支給しない。 

 

⑵ 政務活動費による旅行の前後に引き続く私事用務に係る交通費等及び宿泊費の充

当は認めないものとする。 

 

⑶ 政務活動費による旅行を行う場合は、実施日から起算してその１４日前までに「視

察調査、研修会、要請・陳情活動参加計画書」を、会派代表者を通じて議長に提出す

ることを原則とするものとする。また、視察調査終了後は、視察調査最終日の翌日か

ら起算して１４日以内に「視察調査、研修会、要請・陳情活動参加報告書」を、会派

代表者を通じて議長に提出するものとする。また、１回の旅行で複数の活動がある場

合の交通費等及び宿泊費は、主たる活動の区分で整理するものとする。 

 

⑷ 政務活動費は、海外での視察研修や海外で行われる研修会の参加に要する経費には

充当できないものとする。 

 

⑸ 目的地を市内とする市内交通費及び市内宿泊費は、充当できないものとする。 

 

⑹ 交通費等及び宿泊費は、旅行する議員本人の自宅を起点・終点として算出するもの

とする。 

 

⑺ 交通費等及び宿泊費のキャンセル料については、天候の悪化による欠航や事故の発

生など不可抗力によるもの（予め欠航等が予測される場合を含む）の他、他の公務の

発生、親族の葬祭等、社会通念上、やむを得ない場合に限り支出を認めるものとする。 
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＜交通費の種類＞  

千歳市職員等の旅費に関する条例に規定する「鉄道賃」「船賃」「航空賃」「車賃」

「宿泊料」相当額とする。 

 

ア 公共交通機関の利用について 

    最も経済的な通常の経路及び方法により、目的地に最も近い駅等までの運賃の実

費を充当する。ただし、天災や事故などやむを得ない事情により、これにより難い

場合は、その現によった経路及び方法によって算出した実費額とする。 

   

※鉄道の特急料金については、原則として千歳市職員等の旅費に関する条例の規定を

準用する。ただし、１００㎞以下の営業距離であっても、緊急を要する事由が生じ

た場合又は合理的な理由がある場合は、この限りではない。 

 

  イ 航空機の利用について 

    札幌（新千歳空港）～東京（東京国際空港＜羽田空港＞）区間の航空運賃は、当

該旅行日におけるAIR DOの往復割引運賃を上限とするが、他の割引設定の利用や

早期予約を行い、経費節減に努めるものとする。その他の区間の航空運賃は、当該

旅行日の当該旅行区間に設定された往復割引運賃を上限とするが、上記同様に経費

節減に努めるものとする。なお、航空機利用の際は、普通座席を利用することを原

則とする。 

 

ウ レンタカー、タクシーの利用について 

    視察調査等を行う場合は、努めて公共交通機関を利用するものとし、合理的な理

由がある場合に限り、レンタカーの使用が認められるものとする。 

タクシーの利用は、目的地までに利用可能な公共交通機関がない場合又は公共交

通機関の利用可能な便数等が極端に少ない場合、緊急を要する事由が生じた場合又

は合理的な理由がある場合に限り、特に利用が認められるものとする。 

   

  エ 宿泊費について 

    宿泊費は、道内13,300円、道外14,800円を上限額とした実費額とする。なお、宿

泊に伴う夕食代及び朝食代は、自己負担とする。ただし、宿泊料金の当初設定料金

に社会通念上、一般的かつ簡素な内容で付加された夕食代及び朝食代が含まれてい

る場合は、他に夕食代及び朝食代を除いた料金設定がなく、かつ、夕食代及び朝食

代が宿泊料金の主たる構成要素ではない場合に限り、充当できるものとする。 

また、視察調査等最終日の宿泊は、社会通念上、合理的な理由及び宿泊の必要性

が認められる場合以外は、認められないものとする。 

  

オ 旅行パックの利用について 

    旅行パックについては、航空運賃及び宿泊費等が含まれた安価な商品であること

を前提とするものであり、当該旅行行程に応じてそれぞれ算出した交通費及び宿泊

費等の合算額を超えた旅行パック利用を想定するものではないこと。 

２ 施設見学料（入館料） 
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 ⑴ 施設見学料（入館料）は、視察調査先の施設又は視察調査に関連した施設等を見学

（入館）する場合に充当できるものとする。 

 ⑵ 政務活動費による旅行の前後に引き続く私事用務に係る交通費等及び宿泊費の充

当は認めないが、この間の、正当と認められる施設見学料（入館料）への充当は認め

るものとする。 

 

３ 印刷製本費（資料印刷費） 

  資料の印刷を印刷会社等に依頼する場合、最低２社以上の業者から見積書を徴取して

経費節減に努めるものとする。 

 

４ 調査委託費 

 ⑴ 民間企業や各種団体、大学等に調査委託を行う場合は、委託内容や委託期間、委託

金額など具体的な内容を記載した調査委託契約書を作成し、必ず成果品を保管する

ものとする。 

 ⑵ 議員の親族に対する調査委託は行わないものとする。 
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研修費 

内 容 研修会の開催及び参加に要する経費 

主な経費 １ 研修会等参加負担金 

２ 講師謝金等 

３ 会場借上料 

４ 交通費等、宿泊費 など 

 

＜留意事項＞ 

 

１ 研修会等参加負担金 

 ⑴ 政務活動費による研修を行う場合は、実施日から起算して、原則１４日前までに「

視察調査、研修会、要請・陳情活動参加計画書」を、会派代表者を通じて議長に提出

する。また、研修終了後は、研修最終日の翌日から起算して１４日以内に「視察調査

、研修会、要請・陳情活動参加報告書」を、会派代表者を通じて議長に提出するもの

とする。 

  

 ⑵ 政務活動費は、海外研修及び市議会議員としての政務活動に直接関係のない資格取

得や個人的な資質向上を目的とした講習・講座等に関する経費には充当できないも

のとする。 

 

⑶ 研修会等参加負担金は、研修会等のテーマや内容が政務活動に相応しいものであ

ること及び参加負担金等の金額が社会通念上、妥当な範囲内であるものとする。 

  なお、参加負担金が、主に飲食に関する経費を目的とした内容である場合には、充

当できないものとする。また、研修会等に引き続いて行われる懇親会等にも充当でき

ないものとする。 

 

⑷ 私事用務中であっても、正当と認められる研修会参加負担金の充当は認めるもの 

とする。 

 

２ 講師謝金等 

 ⑴ 講師に対する謝礼のほか、交通費、宿泊費のほか食事代等（いずれも社会通念上、

妥当な範囲内の金額）を含むものとする。 

 

⑵ 会派による研修会の場合、所属議員に対する講師謝礼の支払いはできないものとす

る。 

 

３ 会場借上料 

会場借上料は、酒類の提供を主とする会場の経費には充当できないものとする。 
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４ 交通費等、宿泊費 

  研修会の開催及び参加に伴う交通費等及び宿泊費は、調査研究費「１ 交通費等、

宿泊費」の例による。 
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広報費 

内 容 会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経

費 

主な経費 １ 広報紙発行費 

２ 会場借上料 

３ 湯茶等の購入費 

４ 印刷製本費（資料印刷費） 

５ 交通費等、宿泊費 など 

 

＜留意事項＞ 

 

１ 広報紙発行費 

⑴ 広報紙発行費は、会派全体の活動報告を行う広報紙発行に充当できる。ただし、後

援会活動や政党活動、選挙活動など政務活動以外の内容が含まれる場合は充当できな

いものとする。 

 ⑵ 広報紙の発行に伴う成果品は、条例に規定する期間まで保管するものとする。 

 

２ 会場借上料 

⑴ 会場借上料は、酒類の提供を主とする会場での経費には充当できないものとする。

また、後援会活動や政党活動、選挙活動など政務活動以外の内容が含まれる場合や政

党などの共同開催による報告会等には、充当できないものとする。 

⑵ 会派の活動は、会派を構成する議員全員の参加を基本とする。 

  

３ 湯茶等の購入費 

広報活動に伴い会場で参加者等に提供する湯茶等は、必要最小限かつ社会通念上の範

囲内で充当できるものとする。 

 

４ 印刷製本費（資料印刷費） 

  調査研究費の「３ 印刷製本費（資料印刷費）」の例による。 

 

５ 交通費等、宿泊費 

  報告会等の開催に伴う交通費等及び宿泊費は、調査研究費「１ 交通費等、宿泊費」

の例による。  
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広聴費 

内 容 市政及び会派の活動に対する要望並びに意見の聴取、市民相談等の

活動に要する経費 

主な経費 １ 会場借上料 

２ 湯茶等の購入費 

３ 印刷製本費（資料印刷費） 

４ 交通費等、宿泊費 など 

  

＜留意事項＞ 

 

１ 会場借上料 

広報費の「２ 会場借上料」の例による。 

 

２ 湯茶等の購入費 

広報費の「３ 湯茶等の購入費」の例による。 

 

３ 印刷製本費（資料印刷費） 

  調査研究費の「３ 印刷製本費（資料印刷費）」の例による。 

 

４ 交通費等、宿泊費 

  意見交換会、市民相談会等の開催に伴う交通費等及び宿泊費は、調査研究費「１ 交

通費等、宿泊費」の例による。 
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要請・陳情活動費 

内 容 要請及び陳情活動を行うために必要な経費 

主な経費 １ 交通費等、宿泊費 

２ 印刷製本費（資料印刷費） など 

   

＜留意事項＞ 

 

１ 交通費等、宿泊費 

 ⑴ 要請・陳情活動参加に伴う交通費等及び宿泊費は、調査研究費「１ 交通費等、宿

泊費」の例による。 

 ⑵ 政務活動費による要請・陳情活動を行う場合の「視察調査、研修会、要請・陳情活

動参加計画書」及び「視察調査、研修会、要請・陳情活動参加報告書」の取り扱いは

、調査研究費「１ 交通費等、宿泊費」の例による。 

 

２ 印刷製本費（資料印刷費） 

  調査研究費の「３ 印刷製本費（資料印刷費）」の例による。なお、要請・陳情活動

で使用した要望書等の成果品は、条例に規定する期間まで保管するものとする。 

 

 

※要請・陳情活動費は、会派または議員の自主的な行動によるものとし、本市の市政と直

接関係がある場合のみ充当できるものとする。 

※要請・陳情活動費は、所属政党に対する要請・陳情活動には充当できないものとする。 

※要請・陳情先の相手方に対する飲食等の接待には充当できないものとする。 
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会議費 

内 容 各種会議、意見交換会等への議員の参加に要する経費 

主な経費 １ 交通費等、宿泊費 

２ 会場借上料 

３ 印刷製本費（資料印刷費） 

４ 参加費 など 

   

＜留意事項＞ 

 

１ 交通費等、宿泊費 

会議参加に伴う交通費等及び宿泊費は、調査研究費「１ 交通費等、宿泊費」の例に

よる。 

 

２ 会場借上料 

広報費の「２ 会場借上料」の例による。 

 

３ 印刷製本費（資料印刷費） 

  調査研究費の「３ 印刷製本費（資料印刷費）」の例による。 

 

４ 参加費 

  参加費が、主に飲食に関する経費を目的とした内容である場合には、充当できないも

のとする。また、会議等に引き続いて行われる懇親会等にも充当できないものとする。 
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資料作成費 

内 容 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 

主な経費 １ 事務費 

２ 印刷製本費（資料印刷費） など 

 

＜留意事項＞ 

 

１ 事務費 

 ⑴ 事務用品等の購入に際しては、市内販売店、市内業者からの購入を優先的に配慮す

る。なお、当該物品を政務活動以外の目的で使用してはならない。 

 ⑵ 事務機器等に付随する消耗品（プリンタートナー、プリンターインクなど）の購入

は、当該事務機器等が私的利用や政党活動、後援会活動、選挙活動など政務活動以外

の利用目的で使用可能な設置環境にないこと、かつ、政務活動用機器であることを対

外的に客観的かつ明確に説明することができる場合に限り、充当が認められるもので

あること。 

 ⑶ 備品の購入（リース契約を含む。）は認められないものとする。（備品とは、取得

又は購入時の価格が１万円（税込）以上でかつ比較的長期間（耐用年数が概ね３年以

上）にわたる使用が可能なものをいう。） 

 

２ 印刷製本費（資料印刷費） 

  調査研究費の「３ 印刷製本費（資料印刷費）」の例による。 
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資料購入費 

内 容 調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 

主な経費 １ 雑誌購読料、書籍購入費 など 

 

＜留意事項＞ 

 

１ 雑誌購読料、書籍購入費 

 ⑴ スポーツ紙や週刊誌等その購読目的が政務活動との関連性が認められない又は明

確な説明責任が果たせないもの又は趣味・娯楽的な要素が認められる雑誌等の購入

には充当できないものとする。 

 ⑵ 図書券や図書カードの購入費は、これらにより図書を購入しなければならない必要

性がないことから充当できないものとする。 

 ⑶ 新聞の購読及び所属政党が発行する機関紙、雑誌、書籍の購入には充当できないも

のとする。 

 ⑷ 書籍の購入に際しては、市内販売店、市内業者からの購入を優先的に配慮するもの

とする。 
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介助費 

内 容 政務活動費の執行にあたり障がいにより介助が必要と認められる

議員の介助者に要する経費 

主な経費 １ 介助費 

２ 交通費等、宿泊費 

３ 施設見学料（入館料） 

 

＜留意事項＞ 

 

１ 介助費 

 ⑴ 政務活動費の執行に当たり、障がいなどにより介助が必要なときは、交付された額

の範囲内で、身体介護、移動支援などの介助に係る費用を支出できる。  

 ⑵ 介助者は公的な資格（介護初任者研修など）を持つものとし、かつ、民法725条に

定める親族以外のものとする。 

  ※議員活動中（宿泊を伴った夜間も含む）は、障害福祉サービス費などの公的サービ

スの対象にはなりません。 

 

２ 交通費等、宿泊費 

介助者の交通費等、宿泊費の取り扱いは、議員の交通費等、宿泊費の取り扱いの例に

よるものとする。 

 

３ 施設見学料（入館料） 

介助者の施設見学料（入館料）の取り扱いは、議員の施設見学料（入館料）の取り扱

いの例によるものとする。 

 

４ 研修会等参加負担金など 

上記１～３以外の経費（介助者の研修会等参加負担金など）への政務活動費の充当は

認めない。 
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   第５章 政務活動費の事務手続き        

 

１ 会派に関する申請・届出（規則第２条） 

 一般選挙や補欠選挙などにより、新たに会派を結成した時は、会派代表者は、政務活

動費交付申請書（第１号様式）を提出する際、同申請書に会派の名称、結成年月日、代

表者、経理責任者等の必要事項を記載するものとする。なお、政務活動費の交付を受け

た会派において、所属議員数の増減など政務活動費交付申請書の記載事項に変更が生じ

たときは、政務活動費交付変更申請書（第２号様式）を提出するものとし、年度の途中

において会派が解散したときは、会派解散届（第３号様式）を提出するものとする。 

 

２ 交付申請（規則第２条） 

  政務活動費の交付を受けようとする会派は、政務活動費交付申請書（第１号様式）を

、議長を経由して市長に提出するものとする。 

  

⑴ 通常年度 

 ・基準日   ４月１日 

 ・交付申請額 年額 20万円（議員１人あたり） × 所属議員数 

 ・申請期日  基準日以降、速やかに提出（交付期限：４月末日までに交付） 

  ※議員 1 人あたりに交付される基準額は年額 20 万円であり、その執行に当たって

は、この額を超えないこと。 

 

⑵ 議員改選期 

・基準日   ７月１日（７月分から３月分までとして年額を交付） 

・交付申請額 年額 20万円（議員１人あたり） × 所属議員数 

・申請期日  基準日以降、速やかに提出（交付期限：７月末日までに交付） 

 

⑶ 年度途中において新たに会派が結成された時 

 ・基準日   会派が結成された日の属する月の翌月の初日（当該日が月の初日の場

合は、当該日の属する月の初日） 

 ・交付申請額 年額 20 万円（議員１人あたり） × 所属議員数 × 基準日から

当該年度末までの期間の月数に応じた月割計算で得た額 

 ・申請期日  会派結成後、速やかに提出（交付期限：会派結成日の属する月の翌  

月の末日（当該日が月の初日の場合は、当該日の属する月の末日）ま

でに交付） 

※ 議長及び副議長の改選に伴い、会派の所属議員に異動があった場合における変

更後の交付額及び返還額は、交付基準額から当該事象が生じた日までに使用した

経費を差し引いた額とする。 

 

         ≪提出書類≫ 会派→（議長経由）→市長 

①政務活動費交付申請書（第１号様式） 

           ②会派所属議員名簿（任意様式） 

 

② 

①  
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３ 交付変更申請（規則第２条） 

  政務活動費交付申請書の提出後、会派の名称、代表者、経理責任者、所属議員数に変

更が生じた場合は、政務活動費交付変更申請書（第２号様式）を提出するものとする。

なお、所属議員数に異動があった場合の変更後の交付申請額の算定における基準日は、

異動日が属する月の翌月１日（異動日が月の初日の場合は、当該日が属する月の初日）

を基準日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 交付決定（規則第３条） 

  会派から政務活動費交付申請書（第１号様式）の提出があった場合には、市長は、政

務活動費交付決定通知書（第４号様式）により、会派の代表者に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 交付変更決定（規則第３条） 

  会派から政務活動費交付変更申請書（第２号様式）の提出があった場合には、市長は、

政務活動費交付変更決定通知書（第５号様式）により、会派の代表者に通知する。なお、

変更交付決定により、政務活動費の返還が生じた場合は、市長が定める期日までに政務

活動費を返納するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 交付請求（規則第４条） 

  交付決定通知を受けた会派の代表者又は交付変更決定通知を受けた会派のうち、追加

交付を受けることとなる会派の代表者は、政務活動費交付請求書（第６号様式）により、

当該政務活動費を請求するものとする。 

 

          ≪提出書類≫ 会派→（議長経由）→市長  

①政務活動費交付変更申請書（第２号様式） 

         ②会派所属議員名簿（任意様式） 

② 

① 

          ≪交付書類≫ 市長→会派 

① 政務活動費交付決定通知書（第４号様式） 
① 

         ≪交付書類≫ 市長→会派 

① 政務活動費交付変更決定通知書（第５号様式） 
① 
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７ 交付（規則第４条） 

  市長は、政務活動費交付請求書の提出があった時は、速やかに政務活動費を交付する。

なお、振込先口座は、会派の政務活動費専用の口座とする。 

 

８ 収支報告書（条例第７条） 

  会派の経理責任者は、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の４月３０日までに、

会派の代表者を通じて、収支報告書（第７号様式）に領収書その他の証拠書類を添付し

て議長に提出する。（なお、年度の途中に会派が解散した場合も同様とし、その場合の

収支報告書の提出期限は、会派解散日から起算して３０日以内とする。） 

議長は、収支報告書の内容について必要な調査を行い、収支報告書の写しを市長に送

付する。（条例第８条及び規則第６条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 交付金額確定と返還（規則第７条） 

  市長は、議長から送付された収支報告書の写しの内容を審査し適正と認める場合は、

当該年度の政務活動費の交付金額を確定し、会派の代表者に通知する。 

  会派の代表者は、政務活動費に残余がある場合には、市長が指定する日までに返納す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ≪提出書類≫ 会派→市長 

        ①政務活動費交付請求書（第６号様式） 

        （※振込先の口座番号、口座名義等は正確に記載する。） 

           

① 

         ≪提出書類≫ 会派→議長（議長は写しを市長に送付） 

① 収支報告書 

        （添付資料：収入伝票、支出伝票、「視察調査、研修会、

陳情・要請活動参加計画書」、「視察調査、研修会、陳

情・要請活動参加報告書」、出納整理簿 等） 

① 
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   【政務活動費に関する交付手続等の概略図】 

 

内容 会派の代表者 議長 市長 備考 

１  

会派に関する

申請・届出 

（規則第２条） 

 

２ 

交付申請 

（規則第２条） 

 

３ 

交付変更申請 

（規則第２条） 

 

 

・政務活動費交付

申請書 

（第１号様式） 

・政務活動費交付

変更申請書 

（第２号様式） 

・会派解散届 

（第３号様式） 

（議長経由） 

 

 

 

 

◎ 

（市長に提出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

交付決定 

（規則第３条） 

 

５ 

交付変更決定 

（規則第３条） 

 

◎ 

（代表者に通知） 

 

 

 

・政務活動費交付

決定通知書 

（第４号様式） 

・政務活動費交付

変更決定通知書 

（第５号様式） 

 

６ 

交付請求 

（規則第４条） 

 

 

・政務活動費交付

請求書 

 （第６号様式） 

 

 

◎ 

（市長に提出） 

 

７ 

交付 

（規則第４条） 

 

 

◎ 

（会派口座振込） 

 

 

 

 

 

 

振込口座は、政

務活動費専用の

口座とする。 

８ 

収支報告書 

（条例第７条） 

（規則第６条） 

 

 

・収支報告書 

（第７号様式） 

 

◎ 

（議長に提出） 

 

 

 

◎ 

（議長は、写しを

市長に提出） 

 

 

９ 

交付金額確定 

と返還 

（規則第７

条） 

 

 

◎ 

（代表者に通知） 

 

 

・残余金がある場 

 合 

 

 

 

・政務活動費交付

金額の確定 

 

 

◎ 

（市長に返還） 
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   第６章 政務活動費申請等様式集・記載例              

 

第１号様式（第２条関係） 

年  月  日 

 

政務活動費交付申請書 

 

千歳市長     様 

（千歳市議会議長経由） 

会派名           

代表者           印 

 

  千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条第１項の規定により、次のとおり

申請します。 

１ 会派の名称  

 

２ 結成年月日        年  月  日 

 

３ 代 表 者 

 

４ 経理責任者 

 

５ 所属議員数             名 (  月１日現在) 

 

６ 交付申請額         円（    年  月分から    年  月分まで）    
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第２号様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

政務活動費交付変更申請書 

 

千歳市長    様 

（千歳市議会議長経由） 

 

会派名 

代表者         印 

 

千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条第２項の規定により、次のとおり申

請します。 

 

１ 変更内容 

 

２ 

交

付

増

減

額          円 

 

３ 変更年月日      年  月  日 

 

４ 変更事由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 変        更       後 変        更        前 

会 派 の 名 称   

代 表 者   

経 理 責 任 者   

所 属 議 員 数   
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第３号様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

会派解散届 

 

千歳市長    様 

（千歳市議会議長経由） 

会派名 

代表者         印 

 

 千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条第３項の規定により、次のとおり届

け出ます。 

 

１ 会派の名称 

 

２ 解散年月日     年  月  日 

 

３ 代 表 者 

 

４ 経理責任者 

 

５ 所属議員数     名 

 

６ 所属議員 

役    職   名 氏       名 役    職    名 氏          名 
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第４号様式（第３条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

政務活動費交付決定通知書 

 

              様 

 

千歳市長       印 

 

年  月  日に申請があった政務活動費の交付について、次のとおり決定しましたの

で、千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条第１項の規定により通知します

。 

 

年度政務活動費交付決定額          円 
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第５号様式（第３条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

政務活動費交付変更決定通知書 

 

            様 

 

千歳市長        印 

 

年  月  日に変更申請があった政務活動費の交付について、次のとおり決定しま

したので、千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条第２項の規定により通知し

ます。 

 

年度政務活動費 追加交付額
返 還 額           円 

（既交付総額          円） 
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第６号様式（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

政務活動費交付請求書 

 

千歳市長   様 

 

会派名         

住  所 

代表者         印 

 

千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第４条第１項の規定により、次のとおり請

求します。 

 

１ 請求金額         円 （    年  月分から    年  月分まで） 

                        

２ 請求内訳        円× 名分（交付基準日における所属議員数         
新たに所属することとなった議員数    名） 

                       

３ 振込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関名  本・支店名  

預 金 種 目 
１普通   ２当座  ３(   ) 

※○で囲んでください。  
口 座 番 号        

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

※本預貯金口座は、政務活動費専用の口座とすること。 
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第７号様式（第６条関係） 

 

                                                              年  月  日 

 

収支報告書 

 

千歳市議会議長  様 

 

                                         会派名  

                                  代表者         印 

 

 千歳市議会政務活動費の交付に関する条例第７条の規定により、次のとおり    年度政務

活動費収支報告書を提出します。 

 

１ 収入 

 

 

 

 

 

２ 支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 残額         円 

 

 

 

 

 

 

項 目 金             額 備                考 

政 務 活 動 費                    円  

預 貯 金 利 子                    円  

計                    円  

 

項 目 金             額 備                考 

調 査 研 究 費                円  

研 修 費           円  

広 報 費                    円  

広 聴 費                    円  

要請・陳情活動費                    円  

会 議 費                    円  

資 料 作 成 費                    円  

資 料 購 入 費                    円  

計                    円  

※備考欄には主たる支出の内訳を記載すること。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

○○年○○月○○日 

 

政務活動費交付申請書 

 

千歳市長     様 

（千歳市議会議長経由） 

 

会派名 ○○○○○          

代表者 会長 ○○ ○○  印 

 

  千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条第１項の規定により、次のとおり

申請します。 

 

１ 会派の名称  ○○○○○ 

 

２ 結成年月日  ○○年○○月○○日 

 

３ 代 表 者  会長 ○○ ○○ 

 

４ 経理責任者  ○○ ○○ 

 

５ 所属議員数  ○○名 (○○月１日現在) 

 

６ 交付申請額  ○○○，○○○円（○○年○○月分から○○年○○月分まで）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 

■通常期 
→４月１日現在 
■議員改選期 
→７月１日現在 
■年度途中の会派結成時 
→会派結成日の翌月１日現在 
 （当該日が月の初日の場合は、 
  当該日の属する月） 

合計金額に端数が生じた場合は、
千円未満四捨五入。 

■通常期 
→４月分～３月分 
■議員改選期 
→７月分～３月分 
■年度途中の会派結成時 
→会派結成日の翌月分（当該日が
月の初日の場合は、当該日が属す
る月分）～３月分 
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第２号様式（第２条関係） 

 

○○年○○月○○日 

 

政務活動費交付変更申請書 

  

千歳市長    様 

（千歳市議会議長経由） 

 

会派名 ○○○○○ 

代表者 会長 ○○ ○○  印 

 

  千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条第２項の規定により、次のとおり

申請します。 

 

１ 変更内容 

区       分 変     更     後 変     更     前 

会 派 の 名 称 ○○○○○ △△△△△ 

代 表 者 ○○ ○○ ●● ●● 

経 理 責 任 者 □□ □□ ■■ ■■ 

所 属 議 員 数    人    人 

 

２ 交付増減額          円 

 

３ 変更年月日     年  月  日 

 

３ 変更事由 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 

金額に端数が生じた場合は、千円
未満四捨五入。 

・会派名の変更のため 
・代表者の変更のため 
・経理責任者の変更のため 
・所属議員数の変更のため   

（注）交付金額に変更があった場
合の他は、市長による変更交付決
定書の交付はありません。 
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第３号様式（第２条関係） 

 

○○年○○月○○日 

 

会派解散届 

 

千歳市長    様 

（千歳市議会議長経由） 

 

会派名  ○○○○○ 

代表者 会長 ○○ ○○  印 

 

千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条第３項の規定により、次のとおり届

け出ます。 

 

１ 会派の名称  ○○○○○ 

 

２ 解散年月日  ○○年○○月○○日 

 

３ 代 表 者  会長 ○○ ○○ 

 

４ 経理責任者  ○○ ○○ 

 

５ 所属議員数  ○○名 

 

６ 所属議員 

役  職  名 氏      名 役   職   名 氏       名 

△△△△ ○○ ○○ △△△△ ○○ ○○ 

△△△△ ○○ ○○ △△△△ ○○ ○○ 

△△△△ ○○ ○○ △△△△ ○○ ○○ 

△△△△ ○○ ○○ △△△△ ○○ ○○ 

△△△△ ○○ ○○ △△△△ ○○ ○○ 

△△△△ ○○ ○○ △△△△ ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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第４号様式（第３条関係） 

 

                                 ○○○○第○○○号 

○○年○○月○○日 

 

政務活動費交付決定通知書 

 

○○○○○○ 

会長 ○○ ○○  様 

 

千歳市長 ○○ ○○  印 

 

  ○○年○○月○○日に申請があった政務活動費の交付について、次のとおり決定しましたの

で、千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条第１項の規定により通知します。 

 

○○年度政務活動費交付決定額  ○，○○○，○○○円 

 

   

  

 

記載例 
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第５号様式（第３条関係） 

 

○○○○第○○○号 

○○年○○月○○日 

 

政務活動費交付変更決定通知書 

 

  ○○○○○○ 

 会長 ○○ ○○  様 

 

千歳市長 ○○ ○○  印 

 

○○年○○月○○日に変更申請のあった政務活動費の交付について、次のとおり決定しました

ので、千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条第２項の規定により通知します

。 

 

○○年度政務活動費 追加交付額
返 還 額   ○，○○○，○○○円 

        （既交付総額  ○，○○○，○○○円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 



37 
 

 

 

第６号様式（第４条関係） 

 

○○年○○月○○日 

政務活動費交付請求書 

 

千歳市長     様 

 

会派名 ○○○○○ 

住 所 ○○○○○○○○○○○○ 

代表者 会長 ○○ ○○  印  

 

  千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第４条第１項の規定により、次のとおり

請求します。 

 

１ 請求金額   ○，○○○，○○○円 （○○年○○月分から○○年○○月分まで） 

 

２ 請求内訳   ２００，０００円×○○名分（交付基準日に
おける所属議員数         
新たに所属することとなった議員数

   ○○名） 

 

３ 振込先 

金融機関名 ○○○○銀行（信用金庫） 本・支店名 ○○○○支店 

預 金 種 目 
１普通 ２当座 ３( ) 
※○で囲んでください。 

口座番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

フ リ ガ ナ ○○○○○      ｶｲﾁﾖｳ ○○ ○○ 

口座名義人 ○○○○○（会派名） 会長 ○○ ○○ 

  ※本預貯金口座は、政務活動費専用の口座とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 

■通常期 
→４月１日現在 
■議員改選期 
→７月１日現在 
■年度途中の会派結成時 
→会派結成日の翌月１日現在 
 （当該日が月の初日の場合は、 
   当該日の属する月の初日） 

口座名義は、会派名及び
会長名（代表者名）を入れ
た政務活動費専用口座と
する。 
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第７号様式（第６条関係） 

 

   ○○年○○月○○日 

 

収支報告書 

  

千歳市議会議長  様 

 

                          会派名  ○○○○○ 

                          代表者   会長 ○○ ○○ 印 

 

千歳市議会政務活動費の交付に関する条例第７条の規定により、次のとおり○○年度政務活動

費収支報告書を提出します。 

 

１ 収  入 

項       目 金           額 備           考 

政 務 活 動 費     ○，○○○，○○○円  

預 貯 金 利 子             ○円  

計     ○，○○○，○○○円  

 

２ 支  出 

項       目 金           額 備           考 

調 査 研 究 費     ○，○○○，○○○円 ○○市等視察調査 他○件 

研 修 費       ○○○，○○○円 ○○議員研修会等 他○件 

広 報 費       ○○○，○○○円 
○○○○○（会派名）会派活動報告

会 

広 聴 費         ○，○○○円 ○○○○○（会派名）市民相談会 

要請・陳情活動費        ○○，○○○円 △△に関する中央要望運動 

会 議 費        ○○，○○○円 ○○会議等 

資 料 作 成 費         ○，○○○円 事務用品の購入他 

資 料 購 入 費        ○○，○○○円 書籍購入、○○購読料他 

計     ○，○○○，○○○円  

  ※備考欄には主たる支出の内訳を記載すること。 

 

３ 残  額 

   ○○○，○○○円 

 

 

 記載例 
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   第７章 政務活動費会計伝票等様式集・記載例     

様式第１号 

年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名               

                              （  枚中  枚目） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

   

 □調査研究費 □研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

  年 月 日 

支出先 

 支出金額 

             円 

品名等 単価 数量 金額 
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                       （  枚中  枚目） 

品名等 単価 数量 金額 
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領収書等貼付用紙  

                          （  枚中  枚目） 

伝票番号  

支出金額 円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 
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様式第２号 

年度  政務活動費支出伝票（交通費） 

会派名               

                               （  枚中  枚目） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

    

□調査研究費 □研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

議員名 用務名（用務先） 月日 

     議員 

 

   年  月  日 

～ 

   年  月  日 

支出金額 受領年月日 
印 

            円    年  月  日 

（交通費明細書） 

旅行月日 出発地 到着地 
項目 

（用途） 
費用 宿泊料 計 備考 

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

小計        

合計        
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（交通費明細書）                      （  枚中  枚目） 

旅行月日 出発地 到着地 
項目 

（用途） 
費用 宿泊料 計 備考 

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

小計        

合計        
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領収書等貼付用紙（交通費） 

                         （  枚中  枚目） 

伝票番号  

支出金額 円 出発地  

（貼付領収書金額合計） 円 到着地  

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 
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様式第３号 

年度  政務活動費収入伝票 

 

会派名               

                              （  枚中  枚目） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 収入金額 

   

 

            円 
収入年月日 

  年  月  日 

内容 単価 数量 金額 
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収入金額内訳書貼付用紙 

（  枚中  枚目） 

伝票番号  収入金額 円 

【領収書等添付欄】収入金額内訳書等を重ねて添付しないこと。 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 
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様式第４号 

     年  月  日 

 

視察調査、研修会、陳情・要請活動参加計画書 

 

 千歳市議会議長  様 

 

                              会派名 

                              代表者        印 

 

次のとおり視察調査を行うので（研修会に参加するので）（陳情・要請活動を行うので）届け出

ます。 

 

議 員 名  

期  間 
年  月  日から     年  月  日まで 

時  分  から  時  分   まで 

用 務 先 

（視察先又は研

修会場又は陳

情・要請先） 

 

内   容 

（視察調査内容、 

研修内容、陳情・

要請内容等） 

 

備  考  

 ※視察調査等の内容がわかる資料及び必要に応じ行程表などを添付すること。 

 ※概算額の分かる資料を添付すること。 

 

経理責任者確認印 
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様式第５号 

  年  月  日 

  

視察調査、研修会、陳情・要請活動参加報告書 

 

千歳市議会議長  様 

 

                              会派名 

                              代表者        印 

 

次のとおり視察調査を行ったので（研修会に参加したので）（陳情・要請活動を行ったので）報

告します。 

 

議 員 名  

期  間 
年  月  日から    年  月  日まで 

時  分  から  時  分   まで 

用 務 先 

（視察先又は研

修会場又は陳

情・要請先） 

 

 

視察調査内容・研修内容 

１ 視察調査目的（研修目的）（陳情・要請の目的） 

 

２ 視察調査先応対者（研修会講師）（陳情・要請先応対者） 

 

３ 視察調査概要（研修概要）（陳情・要請概要） 

 

４ 具体的な視察調査内容（研修内容）（陳情・要請内容） 

 

５ 市政との関連性、市政の課題等について、本視察調査や本研修会をどのように 

 生かしていくのか、又は、市政に反映させていくのか。 

※当日配布資料など視察調査等の内容がわかる資料を添付すること。 

 
経理責任者確認印 
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様式第６号 

年度  政務活動費出納整理簿 

                      会派名                  

                      経理責任者名               

                                 （  枚中  枚目） 

伝票番号 日付 支出区分 内容 収入金額 支出金額 差引金額 

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

合       計  （小       計）    
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                                 （  枚中  枚目） 

伝票番号 日付 支出区分 内容 収入金額 支出金額 差引金額 

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

 ／      

合       計  （小       計）    
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資料 

              按 分 表 

 

 

 会派名                   

 

 伝票№       

 

 内 容                   

 

 領収書記載金額             円① 

 

 

氏 名 按分額 調整額（端数） 合 計 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   ②  

 ※①と②の金額は必ず一致すること 
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様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○       

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

１ ■調査研究費 □研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
○○○○○○まちづくりセンター 

（○○市○○町○○番地） 

支出金額 

３，０００円 

品名等 単価 数量 金額 

○○まちづくりセンター施設見学料 
１，０００

円 
３人 ３，０００円 

   （税込） 

    

 
   

    

    

    

    

    

    

 

 

【調査研究費】施設見学料   

伝票番号は、出納整理簿に記載の伝票番号

と一致。（支出区分に関わらず一連番号） 

【領収書１枚毎に、支出伝票を１枚作成する】 

 

領収書の領収日付に一致。 
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領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 １ 

支出金額 ３，０００円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

    ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 ○○まちづくりセンター施設見学料（３名分）として     収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

施設入館日： ○○年○○月○○日（ ） ○○：○○～○○：○○ 

 施設入館者： （会派名）○○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○ 

        （会派名）○○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○ 

        （会派名）○○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○ 

 

          ￥３，０００ 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） ○○市○○１丁目○番○号 

（氏名） ○○まちづくりセンター長 ○○ ○○ 印   

入館料領収書例  
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様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○       

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

２ ■調査研究費 □研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
○○○印刷株式会社 

（千歳市○○丁目○○番○○号） 

支出金額 

１２，９６０円 

品名等 単価 数量 金額 

○○に関する調査報告書 １２０円 １００部 １２，０００円 

（Ａ４版、全２０Ｐ、両面カラー印刷）    

消費税   ９６０円 

合計   １２，９６０円 

    

    

    

    

    

    

 

 

【調査研究費】印刷製本

費   
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領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 ２ 

支出金額 １２，９６０円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 ○○に関する調査報告書 印刷代金として    収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 ○○○○印刷社 参考見積金額 １５，１２０円（税込）により、○○○印刷株式会社

に発注。（見積書：別添） 

 ○年○月○日の会派報告会の参加者に配布。残部は会派保管。 

 

          ￥１２，９６０ 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） 千歳市○○丁目○番○号 

（氏名） ○○○印刷株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印   

印刷製本費領収書例 

 



56 
 

様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○○○○    

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

３ ■調査研究費 □研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
株式会社○○コンサルタント 

（千歳市○○町○丁目○○番地） 

支出金額 

７５，６００円 

品名等 単価 数量 金額 

○○に関する調査委託料 ７０，０００円 一式 ７０，０００円 

（調査委託期間：○○年○○月○○

日 

～○○年○○月○○日） 

   

消費税   ５，６００円 

合計   ７５，６００円 

    

    

    

    

    

    

 

 

【調査研究費】調査委託費   
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領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 ３ 

支出金額 ７５，６００円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 ○○に関する調査委託料として           収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

調査結果報告書：○○年○○月○○日納品。 

 委託契約書：別添 

 

  

          ￥７５，６００ 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） 千歳市○○町○丁目○番○号 

（氏名） 株式会社○○コンサルタント  

代表取締役 ○○ ○○ 印   

委託料領収書例  
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様式第２号 

○○年度  政務活動費支出伝票（交通費） 

会派名 ○○○○○         

                               （５枚中１枚目） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  ４ 

■調査研究費 □研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

議員名 用務名（用務先） 月日 

○○ ○○議員 

東京都○○区議会（2/6） 

埼玉県○○市議会（2/7） 

○○市会（2/8） 

 平成２９年２月６日 

～ 

 平成２９年２月８日 

支出金額 受領年月日 

○印  
      ６６，３１０円 ○○年○○月○○日 

（交通費明細書） 

旅行月日 出発地 到着地 
項目 

（用途） 
費用 宿泊料 計 備考 

２／６ 千歳市 新千歳空港 ＪＲ 350円  350円  

／ 新千歳空港 羽田空港 航空運賃 25,190円  25,190円  

／ 羽田空港 京急蒲田 京急 340円  340円  

２／７ 蒲田 川越市 ＪＲ 810円  810円  

／ 川越市 札の辻 バス 190円 12,000円 12,190円  

２／８ 川越市 関内  1,270円  1,270円  

／ 関内 羽田空港  620円  620円  

／ 羽田空港 新千歳空港  25,190円  25,190円  

／ 新千歳空港 千歳市  350円  350円  

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

小計    54,310円 12,000円 66,310円  

合計    54,310円 12,000円 66,310円  

【調査研究費】交通費等、宿泊費（道外）   

交通事業者によっては、バス料金
など領収書発行の対応を行って
いない場合もあります。 
領収書がない場合は、交通費とし
て支出することはできません。 

【議員毎に、支出伝票を１枚作成する】 
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領収書等貼付用紙（交通費） 

                         （５枚中２枚目） 

伝票番号 ４ 

支出金額 ３５０円 出発地 千歳駅 

（貼付領収書金額合計） 円 到着地 新千歳空港駅 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。  

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○  様 

     

         

            

但 旅客運賃代金として（2/6千歳駅～新千歳空港駅）  

   ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 

￥３５０ 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

 ○○旅客鉄道株式会社 印 

    （又は旅行代理店名等） 

鉄道賃領収書例  
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領収書等貼付用紙（交通費） 

                         （５枚中３枚目） 

伝票番号 ４ 

支出金額 ５０，３８０円 出発地 
2/6新千歳空港 

（2/8羽田空港） 

（貼付領収書金額合計） 円 到着地 
2/6羽田空港 

（2/8 新千歳空港） 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。  

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 航空運賃として（2/6JEK○○便（新千歳～羽田） 

2/8SNC○○便（羽田～新千歳））  

   ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 往路料金（JEK○○便：25,190円）、復路料金（SNC○○便：25,190円） 

  

 

 

￥50,380 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

 ○○○○航空株式会社 印 

 （又は旅行代理店名等） 

   

航空賃領収書例  
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領収書等貼付用紙（交通費） 

                         （５枚中４枚目） 

伝票番号 ４ 

支出金額 １４，８００円 出発地 － 

（貼付領収書金額合計） １５，０００円 到着地 － 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。  

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 ご宿泊料として（2/6 シングル１泊朝食なし）  

   ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

宿泊料１５，０００円のうち、宿泊料上限額１４，８００円を超える２００円は 

自己負担。 

  

 

￥15,000 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

 ○○○○ホテル 印 

 （又は旅行代理店名等） 

   

宿泊料上限額を超える自己負担

額がある場合は、摘要欄に記載。 

宿泊料が、宿泊料上限額を超える

場合は、支出金額に上限額を、領

収書金額には、実費額を記載。 

宿泊料領収書例  

 



62 
 

領収書等貼付用紙（交通費） 

                         （５枚中５枚目） 

伝票番号 ４ 

支出金額 １９０円 出発地 川越駅 

（貼付領収書金額合計） 円 到着地 札の辻 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。  

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 バス乗車料金として（2/７ 川越駅～札の辻）  

   ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

  

 

 

 

 

￥190 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

 ○○バス交通株式会社 印 

 （又は旅行代理店名等） 

   

バス運賃領収書例  
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様式第２号 

○○年度  政務活動費支出伝票（交通費） 

会派名 ○○○○○         

                               （４枚中１枚目） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  ５ 

■調査研究費 □研修費 

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

議員名 用務名（用務先） 月日 

○○ ○○議員 

○○市議会（2/6） 

○○市○○自然の森（2/7） 

 平成２９年２月６日 

～ 

 平成２９年２月７日 

支出金額 受領年月日 

○印  
       ３１，０３０円  ○○年○○月○○日 

（交通費明細書） 

旅行月日 出発地 到着地 
項目 

（用途） 
費用 宿泊料 計 備考 

２／６ 千歳市 旭川市 ＪＲ 5,560円 12,000円 17,560円  

２／７ 旭川市 滝川 ＪＲ 2,250円  2,250円  

／ 滝川 ○○自然の森 中央バス 2,320円  2,320円  

／ ○○自然の森 滝川 中央バス 2,320円  2,320円  

／ 滝川 千歳市 ＪＲ 6,580円  6,580円  

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

／        

小計    19,030円 12,000円 31,030円  

合計    19,030円 12,000円 31,030円  

【調査研究費】交通費等、宿泊費（道内）  

JR北海道以外の JR各社における

特急運賃は、「通常期・繁忙期・閑

散期」毎に特急料金が異なる場合

があることに留意する。 
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領収書等貼付用紙（交通費） 

                         （４枚中２枚目） 

伝票番号 ５ 

支出金額 ５，５６０円 出発地 千歳駅 

（貼付領収書金額合計） 円 到着地 旭川駅 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。  

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 旅客運賃代金として（2/6千歳～旭川）  

   ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 普通運賃（千歳駅～旭川駅） ３，２４０円 

 指定席特急料金（札幌駅～旭川駅） ２，３２０円 

 

￥5,560 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

 ○○旅客鉄道株式会社 印 

    （又は旅行代理店名等） 

鉄道賃領収書例  
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領収書等貼付用紙（交通費） 

                         （４枚中３枚目） 

伝票番号 ５ 

支出金額 １２，０００円 出発地 － 

（貼付領収書金額合計） 円 到着地 － 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。  

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 ご宿泊料として（2/6 シングル１泊朝食付き）  

   ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 ○○○○シティーホテルの宿泊料金は、すべて朝食付の料金設定であり、宿泊料金から

朝食代を除くことができないため朝食付きプランで宿泊した。 

 

  

 

￥12,000 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

 ○○○○シティーホテル 印 

 （又は旅行代理店名等） 

   

やむを得ず、朝食付プランで宿泊し

た場合は、その理由を記載する。 

宿泊料領収書例  
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領収書等貼付用紙（交通費） 

                         （４枚中４枚目） 

伝票番号 ５ 

支出金額 ２，３２０円 出発地 滝川駅 

（貼付領収書金額合計） 円 到着地 ○○自然の森 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。  

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 タクシー代として（2/７ 滝川駅～○○自然の森）  

   ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

  

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 滝川駅から○○自然の森までは公共交通機関がなく他に移動手段がないため、タクシー

を利用した。 

 

  

 

￥2,320 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

 ○○○○タクシー株式会社 印 

タクシーを利用した場合は、やむ

を得ずタクシーを利用した事由

を必ず記載する。 

ﾀｸｼｰ代領収書例  

 

タクシー代の領収書には、「利用

日」「利用区間」が記載されている

ことを確認。 
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様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○       

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

６ □調査研究費 ■研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
全国自治体研究会 

（東京都○○区○○町○丁目○○番地） 

支出金額 

５，０００円 

品名等 単価 数量 金額 

議会ＩＣＴ議員研修会参加負担金 ５，０００円 １回 ５，０００円 

（研修日○○年○○月○○日）    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

【研修費】研修会等参加負担

金   
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領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 ６ 

支出金額 ５，０００円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 議会ＩＣＴ議員研修会（○/○）参加負担金     収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 

 

 

￥５，０００ 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） 千歳市○○町○丁目○番○号 

（氏名） 東京都○○区○○町○丁目○○番地  

全国自治体研究会 会長 ○○ ○○ 印   

参加負担金領収書

例  
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様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○       

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

７ □調査研究費 ■研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
千歳 太郎 様 

（千歳市○○町○丁目○○番地） 

支出金額 

１５，０００円 

品名等 単価 数量 金額 

議員研修会講師謝礼 １５，０００円 １回 １５，０００円 

（実施日○○年○○月○○日）    

「テーマ：○○を学ぶ基礎講座」    

    

    

    

    

    

    

    

 

【研修費】講師謝

金   
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領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 ７ 

支出金額 １５，０００円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 ○○議員会議員研修会講師謝礼（○/○）       収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 ○○年度○○○○○議員研修会 

実施日：○○年○○月○○日 

 会 場：○○会館○○会議室 

 テーマ：○○を学ぶ基礎講座 

 

 

￥1５，０００ 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） 千歳市○○町○丁目○番○号 

（氏名） 千歳 太郎 印   

講師謝金領収書

例 
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様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○       

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

８ □調査研究費 ■研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
千歳市○○会館 

（千歳市○○町○丁目○○番地） 

支出金額 

５，０００円 

品名等 単価 数量 金額 

会場使用料 ５，０００円 一式 ５，０００円 

○○議員会 

会派報告会 会場使用料 
   

 （○/○ ○○会議室）    

    

    

    

    

    

    

    

【研修費】会場借上

料   
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領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 ８ 

支出金額 ５，０００円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 会長 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 会場使用料として（○/○ ○○会議室）      収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 実施日：○○年○○月○○日 

 会 場：千歳市○○会館○○会議室 ○○時～○○時 

  

 

 

￥５，０００ 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） 千歳市○○町○丁目○○番地 

（氏名） 千歳市○○会館 館長 ○○ ○○ 印   

会場借上料領収書例 
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様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○       

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

９ □調査研究費 □研修費  

■広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
○○出版印刷（株） 

（千歳市○○町○丁目○○番地） 

支出金額 

３７，８００円 

品名等 単価 数量 金額 

○○○○○ 会派広報紙 ５０円 ７００部 ３５，０００円 

（○○年度○月分）    

＜Ａ４版 ４色カラー＞     

消費税   ２，８００円 

合計   ３７，８００円 

    

    

    

    

    

 

【広報費】広報紙発行

費   

 



74 
 

領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 ９ 

支出金額 ３７，８００円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 会長 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 ○○○○○会派広報紙印刷代金として      収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

  

 

  

 

￥37，8００ 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） 千歳市○○町○丁目○○番地 

（氏名） ○○出版印刷（株） 

代表取締役社長 ○○ ○○ 印   

広報紙発行費領収書

例 

 



75 
 

様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○       

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

１０ □調査研究費 □研修費  

■広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
○○食料品店 

（千歳市○○町○丁目○○番地） 

支出金額 

１４，０００円 

品名等 単価 数量 金額 

○○お茶（ペットボトル） １４０円 １００本 １４，０００円 

   （税込） 

 ○/○ ○○○○○ 会派報告会    

 参加者配布用    

    

    

    

    

    

    

 

【広報費】湯茶等購入

費  
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領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 １０ 

支出金額 １４，０００円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 会長 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 お茶（ペットボトル）代金として             収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 ○○○○○会派報告会 参加者配布用 

 実施日：○○年○○月○○日 

 場 所：○○コミュニティセンター ○○会議室 

  

 

 

￥14，０００ 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） 千歳市○○町○丁目○○番地 

（氏名） ○○食料品店 

代表 ○○ ○○ 印   

湯茶等購入費領収書

例 
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様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○       

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

１１ □調査研究費 □研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

■資料作成費 □資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
○○事務機器社 

（千歳市○○町○丁目○○番地） 

支出金額 

４，９１９円 

品名等 単価 数量 金額 

再生紙（Ａ４版 ５００枚） ４８０円 １束 ４８０円 

蛍光ペン（５色セット） ３５０円  １個 ３５０円 

穴あけパンチ １，８２５円 １台 １，８２５円 

中型ホチキス １，９００円 １個 １，９００円 

消費税   ３６４円 

合計   ４，９１９円  

    

    

    

    

 

【資料作成費】事務

費  
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領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 １１ 

支出金額 ４，９１９円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 文房具代金として                    収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 内訳は、別添請求書（納品書）のとおり。 

 

￥4，919 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） 千歳市○○町○丁目○○番地 

（氏名） ○○事務機器社 

代表取締役 ○○ ○○ 印   

事務費領収書

例 

 

領収書に購入物品の内訳（物品

名）が記載されていない場合は、

請求書、納品書等の明細書を添付

する。 
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様式第１号 

 

○○年度  政務活動費支出伝票（一般） 

 

会派名 ○○○○○       

                              （ ２枚中１枚目 ） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 支出区分 

○印  ○印  ○印  

１２ □調査研究費 □研修費  

□広報費 □広聴費 

□要請・陳情活動費 

□会議費  

□資料作成費 ■資料購入費 

支出年月日 

○年○月○日 

支出先 
○○出版（株） 

（○○市○○区○○丁目○番○号） 

支出金額 

３０，０００円 

品名等 単価 数量 金額 

議会研究（○月分～○月分） ５，０００円 ６か月 ３０，０００円 

   （税込） 

    

    

    

     

    

    

    

    

 

 
【資料購入費】雑誌購読料  
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領収書等貼付用紙 

                          （ ２枚中２枚目） 

伝票番号 １２ 

支出金額 ３０，０００円 

（貼付領収書金額合計） 円 

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

  

領  収  書 

     ○○○○○ 千歳市議会議員 ○○ ○○   様 

     

         

            

但 議会研究（○月分～○月分）代金として      収入印紙 

 ○○年○○月○○日 

 上記正に領収いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

  

 

 

￥30，000 

内   訳         円 

税抜金額         円 

消費税額（ ％）     円 

（住所） ○○市○○区○○丁目○番○号 

（氏名） ○○出版（株） 

代表取締役 ○○ ○○ 印   

雑誌購読料領収書

例 
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様式第３号 

○○年度  政務活動費収入伝票 

 

会派名 ○○○○○           

                                （１枚中１枚目） 

代表者 
経理 

責任者 
取扱者 伝票番号 収入金額 

○印  ○印  ○印  

１ 

           ２円 
収入年月日 

 ○○年○○月○○日 

内容 単価 数量 金額 

預金利息 １ 件 ２円 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
記載例 
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収入金額内訳書貼付用紙 

（ １枚中 １枚目） 

伝票番号 １ 収入金額 ２円 

【領収書等添付欄】収入金額内訳書等を重ねて添付しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。 

 

 
記載例 

金融機関等から送付を受けた通知書 

又は 預金通帳の該当箇所の写しを添

付する。 
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様式第４号 

○○年○○月○○日 

 

 千歳市議会議長  様 

 

                          会派名  ○○○○○ 

                          代表者名 会長 ○○ ○○ 印 

 

視察調査、研修会、陳情・要請活動参加計画書 

 

次のとおり視察調査を行うので（研修会に参加するので）（陳情・要請活動を行うので） 

届け出ます。 

 

記 

 

議 員 名 
○○○○○ 

○○ ○○議員、△△ △△議員、●● ●●議員 

期  間 
○○年○○月○○日  ～   ○○年○○月○○日 

○○時○○分  から  ○○時○○分   まで 

用 務 先 

（視察先又は研

修会場又は陳

情・要請先） 

○○市議会（○○県○○市○○町○番地） 

 （○○市○○センターにて現地視察を予定。） 

 

 

内   容 

（視察調査内容、 

研修内容、陳情・要

請内容等） 

 高齢化社会を迎え「●●●●」への対応は、当市においても大きな課

題であり、●●●●に関して先進的な取り組みを行っている○○市にお

ける「●●●●の取り組み」について調査する。 

○○市議会では、○○市における「●●●●の取り組み」について所

管課担当者から説明を受け、その後、○○市○○センターにて現地視察

を行う予定である。 

本視察では、○○市における「●●●●の取り組み」のうち、特に△

△△△△△に基づく○○○基本方針の策定状況について調査するととも

に、その事業予算や実施手法について調査を行う。 

備  考 
 

 ※視察調査等の内容がわかる資料及び行程表などを添付すること。 

 

 

  

経理責任者確認印 

 

 

 
記載例 
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様式第５号 

  ○○年○○月○○日 

 千歳市議会議長  様 

 

                          会派名  ○○○○○ 

                          代表者名 会長 ○○ ○○ 印 

 

視察調査、研修会、陳情・要請活動参加報告書 

 

次のとおり視察調査を行ったので（研修会に参加したので）（陳情・要請活動を行ったので）

報告します。 

記 

 

議 員 名 
○○○○○ 

○○ ○○議員、△△ △△議員、●● ●●議員 

期  間 
○○年○○月○○日  ～   ○○年○○月○○日 

○○時○○分  から  ○○時○○分  まで 

用 務 先 

（視察先又は研

修会場又は陳

情・要請先） 

○○市議会（○○県○○市○○町○番地） 

 ○○市役所○階○○会議室 

○○市○○センター（○○県○○市○○町○番地） 

 ○○市○○センター○○会議室 

 

□視察調査内容・研修内容□ 

１ 視察調査目的（研修目的）（陳情・要請の目的） 

   

２ 視察調査先応対者（研修会講師）（陳情・要請先応対者） 

   

３ 視察調査概要（研修概要）（陳情・要請概要） 

   

４ 具体的な視察調査内容（研修内容）（陳情・要請内容） 

   

５ 市政との関連性、市政の課題等について、本視察調査や本研修会をどのように 

 生かしていくのか、又は、市政に反映させていくのか。 

※当日配布資料など視察調査等の内容がわかる資料を添付すること。 

 
経理責任者確認印 

 

 

 

視察調査等の実施内容、成果

等は、より具体的に記載する

ものとする。 

記載欄が限られていること

から、別紙等を活用して具体

的な内容等を記述する。ま

た、視察調査等の応対者は必

ず記載することとする。 

記載例 
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様式第６号 

○○年度  政務活動費出納整理簿 

                      会派名    ○○○○○         

                      経理責任者名 △△ △△         

                                   （１枚中１枚目） 

伝票番号 日付 支出区分 内容 収入金額 支出金額 差引金額 

１ ○/○  平成○○年度政務活動費 ○○○○○円  ○○○○○円 

２ ○/○ 調査研究費 ○○市他２市視察調査  ○○○円 ○○○○○円 

３ ○/○ 資料作成費 事務用品の購入  ○○○円 ○○○○○円 

４ ○/○ 研修費 ○○研修会参加負担金  ○○○円 ○○○○○円 

５ ○/○ 会議費 ○○会議会場使用料  ○○○円 ○○○○○円 

６ ○/○ 資料購入費 ○○購読料  ○○○円 ○○○○○円 

７ ○/○ 調査研究費 △△市他３市視察調査  ○○○円 ○○○○○円 

８ ○/○ 資料購入費 書籍購入  ○○○円 ○○○○○円 

９ ○/○ 研修費 ○○研修会参加交通費  ○○○円 ○○○○○円 

10 ○/○ 資料作成費 会派報告会資料印刷費  ○○○円 ○○○○○円 

11 ○/○ 調査研究費 ▲▲調査委託料  ○○○円 ○○○○○円 

12 ○/○  預金利子 ○円  ○○○○○円 

13 /      

14 /      

15 /      

16 /      

17 /      

18 /      

19 /      

20 /      

21 /      

22 /      

23 /      

24 /      

25 /      

26 /      

27 /      

28 /      

29 /      

30 /      

31 /      

32 /      

合       計 （小       計） ○○○○○円 ○○○円 ○○○○○円 

 

 記載例 
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                                 （  枚中  枚目） 

伝票番号 日付 支出区分 内容 収入金額 支出金額 差引金額 

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

 /      

合       計 （小       計）    
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   第８章 参考資料（条例・条例施行規則）                   

 

【千歳市議会政務活動費の交付に関する条例】 

 

（最終改正公布日：平成29年３月24日） 

（施行日：平成29年４月１日） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第100条第14項か

ら第16項までの規定に基づき、千歳市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経

費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付対象） 

第２条 政務活動費は、千歳市議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下同じ。）

に対して交付する。 

 

（交付の方法及び額） 

第３条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、規則で定めるところにより市長に申請しな

ければならない。 

２ 政務活動費は、一の年度において、200,000円に当該年度の４月１日における会派の所属議

員の数を乗じて得た額を４月末日までに交付する。ただし、年度の途中において新たに会派が

結成された場合は、200,000円に当該会派が結成された日の属する月の翌月（当該会派が結成

された日が月の初日であるときは、当該日の属する月。以下この項及び次条第１項において同

じ。）の初日における当該会派の所属議員の数を乗じて得た額に当該会派が結成された日の属

する月の翌月から当該年度の末日の属する月までの期間の月数（当該会派が結成された日が当

該年度の末日の属する月の初日より後の日であるときは、零とする。）を乗じて得た額を12（

当該年度の途中において議員の任期が満了する場合は、議員の任期満了の日の属する月の翌月

（議員の任期満了の日が月の初日であるときは、当該日の属する月）から当該年度の末日の属

する月までの期間の月数（以下「任期満了年度月数」という。））で除して得た額（当該額に

1,000円未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た額）を、当該会派が結成され

た日の属する月の翌月の末日までに交付するものとする。 

３ 年度の途中において会派が解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、交付を受けた

政務活動費の総額に当該会派が解散した日の属する月の翌月（当該会派が解散した日が月の初

日であるときは、当該日の属する月）から当該年度の末日の属する月までの期間の月数（当該

会派が解散した日が当該年度の末日の属する月の初日より後の日であるときは、零とする。）

を乗じて得た額を12（当該年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了年度月

数）で除して得た額（当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得

た額）を、当該会派が解散した日から起算して30日以内に返還しなければならない。 

４ 前２項の規定は、議員の任期満了の日の属する年度の４月１日から議員の任期満了の日まで

の期間については、適用しない。 
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（所属議員の異動に伴う調整） 

第４条 一の年度（前条第２項ただし書の場合においては、当該会派が結成された日の属する月

の翌月から当該年度の末日の属する月までの期間（議員の任期満了の日の属する年度の４月か

ら議員の任期満了の日の属する月までの期間を除く。）。以下「交付期間」という。）に政務活

動費の交付を受けた会派において、当該交付期間に新たに当該会派に所属することとなった議

員があるときは、当該会派に対し、200,000円に当該議員の数を乗じて得た額に当該議員が当

該会派に所属することとなった日の属する月の翌月（当該議員が当該会派に所属することとな

った日が月の初日であるときは、当該日の属する月。以下この項において同じ。）から当該交

付期間の末日の属する月までの期間の月数（当該議員が当該会派に所属することとなった日が

当該交付期間の末日の属する月の初日より後の日であるときは、零とする。）を乗じて得た額

を12（当該年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了年度月数）で除して得

た額（当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た額）を当該議

員が当該会派に所属することとなった日の属する月の翌月の末日までに交付するものとする。 

２ 交付期間に政務活動費の交付を受けた会派において、当該交付期間に当該会派に所属する議

員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は当該会派からの脱会（以下この項において「辞職等」

という。）があった場合は、当該会派は、200,000円に当該議員の数を乗じて得た額に当該議員

の辞職等の日の属する月の翌月（当該議員の辞職等の日が月の初日であるときは、当該日の属

する月）から当該交付期間の末日の属する月までの期間の月数（当該議員の辞職等の日が当該

交付期間の末日の属する月の初日より後の日であるときは、零とする。）を乗じて得た額を12

（当該年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了年度月数）で除して得た額

（当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た額）を当該議員の

辞職等の日から起算して30日以内に返還しなければならない。 

 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第５条 会派が政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表のとおりとする。 

 

（経理責任者） 

第６条 政務活動費の交付を受けようとする会派には、政務活動費に関する経理責任者を置かな

ければならない。 

 

（収支報告書の提出） 

第７条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、法第100条第15項の報告書（以下「収

支報告書」という。）を作成し、領収書その他の証拠書類（以下「領収書等」という。）を添付

して、当該交付を受けた日の属する年度の翌年度の４月30日までに当該会派の代表者を通じて

議長に提出しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派の

経理責任者であった者は、解散した日から30日以内に当該会派の代表者であった者を通じて前

項の収支報告書を提出しなければならない。 

 

（議長の調査） 

第８条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の収支報告書が提出されたとき

は、必要な調査を行うとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。 
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（残余の返還） 

第９条 交付期間において会派が交付を受けた政務活動費の総額から、当該交付期間において当

該会派が市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した額（政務活動費

として支出した額に限る。）の総額を控除して残余がある場合には、当該会派は、当該残余の

額に相当する額を返還しなければならない。 

 

（収支報告書の保存及び公開） 

第10条 議長は、第７条第１項の規定により提出された収支報告書及び領収書等を、同項に定め

る提出期限日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

２ 収支報告書の内容は、議会報等により公表するものとする。 

 

（委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

 

別表（第５条関係） 

政務活動費を充てることができる経費の範囲 

 

項目 内容 

調査研究費 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 

研修費 研修会の開催及び参加に要する経費 

広報費 会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費 

広聴費 市政及び会派の活動に対する要望並びに意見の聴取、市民相談等の活動に

要する経費 

要請・陳情活動費 要請及び陳情活動を行うために必要な経費 

会議費 各種会議、意見交換会等への議員の参加に要する経費 

資料作成費 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 

資料購入費 調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 
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 【千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則】  

 

（最終改正公布日：平成29年３月31日） 

（施行日：平成29年４月１日） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千歳市議会政務活動費の交付に関する条例（平成17年千歳市条例第３号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（申請等） 

第２条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、政務活動費交付申請書（第１号様

式）を、議長を経由して市長に提出しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、前項の申請書に記載した事項に変更が生じたと

きは、政務活動費交付変更申請書（第２号様式）を、議長を経由して市長に提出しなければな

らない。 

３ 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解

散届（第３号様式）を議長を経由して市長に提出しなければならない。 

 

（交付決定等の通知） 

第３条 市長は、前条第１項の申請書の提出があったときは、会派に交付すべき政務活動費の額

を決定し、政務活動費交付決定通知書（第４号様式）により当該会派の代表者に通知するもの

とする。 

２ 市長は、前条第２項の申請書の提出があったときは、会派に追加交付すべき又は会派が返還

すべき政務活動費の額を決定し、政務活動費交付変更決定通知書（第５号様式）により当該会

派の代表者に通知するものとする。ただし、当該額が零であるときは、この限りでない。 

 

（請求及び交付） 

第４条 前条第１項の通知を受けた会派又は前条第２項の通知を受けた会派のうち政務活動費の

追加交付を受けることとなる会派の代表者は、政務活動費交付請求書（第６号様式）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。 

 

（経理の方法） 

第５条 政務活動費の交付を受けた会派は、次に掲げるところにより政務活動費に係る経理を行

わなければならない。 

（１）支出の決定は、会派の代表者が行うこと。 

（２）経費の支払に当たっては、領収書を徴すること。 

 

（収支報告書の写しの送付） 

第６条 議長は、条例第７条に規定する収支報告書（第７号様式）の提出があったときは、その

写しを市長に送付するものとする。 
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（交付金の確定） 

第７条 市長は、議長から前条の収支報告書の写しの送付があった場合において、条例第９条の

規定に基づく返還金があるときは、速やかに当該収支報告書を提出した会派の代表者に対し、

返還金の額を通知するものとする。 

２ 前項の通知を行ったときは、同項の返還金の額を減じた額をもって、当該会派の政務活動費

の確定額とする。 

 

（会計帳簿等の整理保管） 

第８条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿等

の書類を整理し、当該書類を条例第７条に規定する収支報告書の提出期限日から起算して５年

を経過する日まで保存しなければならない。 

 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

 

 

＜第１号様式～第７号様式は、本運用基準中、Ｐ２２～Ｐ２８に掲載。＞ 
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